
参考資料 

学校規模について 

 

１ 法令上の規定（学校教育法施行規則第 41条） 

  小学校の学級数は、12学級以上 18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、

この限りでない。 

 ※ 中学校については第 79条において小学校の規定を準用している。 

 

２ 公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き（H.27.1文部科学省） 
 
 ⑴ 学校規模の標準（12～18学級）を下回る場合の対応の大まかな目安 

  ア 小学校１～５学級（複式学級が存在する規模） → 学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討 

  イ 小学校６学級（クラス替えができない規模） → 学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討 

  ウ 小学校７～８学級（全学年ではクラス替えができない規模） → 学校統合の適否も含め今後の教育環境の在り方を検討 

  エ 小学校９～11学級（半分以上の学年でクラス替えができる規模） →児童数予測等を加味して今後の教育環境の在り方を検討 
 
 ⑵ 通学条件 

   通学距離は、従来の基準（小学校：４km以内、中学校：６km以内）をおおよその目安として妥当とし、通学時間は、

１時間以内を一応の目安としている。 

 

３ 近隣自治体の取り組み 

 ・ 学校規模の適正化に関する基本方針（H.25.3豊橋市教育委員会） 

適正な学校規模…12～24学級（小学校１学年２～４学級、中学校１学年４～８学級） 

 ・ 岡崎市学校適正規模に関する提言（H.27.3岡崎市学校適正規模検討委員会） 

適正な学級規模…小学校：12～24学級、中学校：12～24学級 

 ・ 豊川市教育委員会…「豊川市立小中学校の適正規模に関する基本方針」（仮称）を平成 30年度中に策定予定 
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1 蒲南小 332 12 352 12 287 47.8 12 228 38.0 12

2 蒲東小 284 12 266 12 246 41.0 12 195 32.5 6

3 蒲北小 323 12 270 12 279 46.5 12 222 37.0 12

4 蒲西小 67 6 65 6 58 9.7 6 46 7.7 6

5 三谷小 215 9 189 7 186 31.0 6 148 24.7 6

6 塩津小 527 17 468 17 456 76.0 18 362 60.3 12

7 大塚小 297 12 261 12 257 42.8 12 204 34.0 6

8 形原小 353 12 285 11 305 50.8 12 242 40.3 12

9 西浦小 245 11 172 6 212 35.3 12 168 28.0 6

10 形北小 520 17 392 14 450 75.0 18 357 59.5 12

11 中央小 304 13 293 12 263 43.8 12 209 34.8 6

12 三谷東小 303 12 270 12 262 43.7 12 208 34.7 6

13 竹島小 329 12 305 12 285 47.5 12 226 37.7 12

14 蒲中 517 15 502 15 447 149.0 15 355 118.3 12

15 三谷中 294 9 231 9 254 84.7 9 202 67.3 6

16 塩津中 257 9 231 8 222 74.0 9 176 58.7 6

17 大塚中 147 6 153 6 127 42.3 6 101 33.7 3

18 形原中 474 15 415 13 410 136.7 12 325 108.3 12

19 西浦中 101 4 124 6 87 29.0 3 69 23.0 3

20 中部中 334 11 333 10 289 96.3 9 229 76.3 9

計（小学校） 4,099 157 3,588 145 3,546 156 2,815 114

計（中学校） 2,124 69 1,989 67 1,836 63 1,457 51

合計 6,223 226 5,577 212 5,382 219 4,272 165

推計に用いた数値

蒲郡市Ｈ27年少人口 10,397人

蒲郡市Ｈ57年少人口（目標値） 8,991人

蒲郡市Ｈ57年少人口（社人研推計値） 7,138人

平成30年度 平成36年度予測 目標値ベース30年後 社人研推計値ベース30年後
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1500m

小学校の適正な規模: 通学距離がおおむね4km以内

（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す
る法律施行令4条1項2号）


